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イ ダイオキシン類対策特別措置法による規制

ダイオキシン類対策特別措置法では、大気基準

適用施設として5種類の特定施設、水質基準対象

施設として19種類の特定施設を規制対象として

います。

平成26（2014）年３月31日現在の県内におけ

る大気基準適用施設は256施設、水質基準対象

施設は48施設です。

ウ 三重県生活環境の保全に関する条例等による

規制

三重県生活環境の保全に関する条例では、大気

汚染防止法の規制対象外の施設（指定施設）およ

び有害物質について規制しています。さらに、四

日市地域については、一定基準以上の工場等を対

象に、窒素酸化物に係る総排出量規制、上乗せ条

例によるばいじんの排出基準の上乗せ規制を実施

しています。

平成25（2012）年３月31日現在のばい煙に係

る指定施設は563工場・事業場に5,316施設、

粉じんに係る指定施設は707工場・事業場に

4,103施設、炭化水素に係る指定施設は17工場

・事業場に317施設が設置されています。（以

上、四日市市管轄分を除く。）

（ア） 窒素酸化物に係る総排出量規制

昭和49（1974）年から四日市地域において、

窒素酸化物の総排出量規制を実施しており、昭

和53（1978）年に二酸化窒素に係る環境基準

が改定されたことに伴い、総排出量規制の見直

しを行いました。さらに、平成４（1992）年に

窒素酸化物排出係数を改訂し、規制を強化しま

した。

（イ） 炭化水素系物質の規制

貯蔵タンク等から炭化水素系物質の漏出を防

止するため、一定規模以上の貯蔵施設（原油、

揮発油、ナフサ等の貯蔵能力が5,000kl以上

の貯蔵施設等）について、構造・使用管理基準

を設け、規制を行っています。

エ 緊急時の措置

大気汚染防止法に基づき、硫黄酸化物、浮遊粒

子状物質、二酸化窒素および光化学オキシダント

について、緊急時における措置を講じています。

平成25（2013）年度は、硫黄酸化物、浮遊粒子

状物質および二酸化窒素については、予報等の発

令による緊急時の措置はありませんでした。

オ 立入検査（四日市市管轄分を除く。）

平成25（2013）年度は、延べ578工場・事業

場に立入検査を行い、ばいじん、窒素酸化物等の

延べ83項目について、排出ガス検査を実施した

結果、1ヶ所の事業所においてばいじん、1ヶ所

の事業所においてVOCの排出基準の超過があり、

施設の改善等、基準の遵守を指導しました。

また、特定粉じん排出作業について、延べ99

現場に立入を行い、敷地境界におけるアスベスト

濃度を延べ18現場で測定したところ、1現場で、

アスベスト除去作業現場付近（関係者以外が近寄

ることのない場所）におけるアスベストの濃度が、

敷地境界における基準（特定粉じん発生施設に係

る規制基準）を超過していたことから、施工業者

に対し、除去作業現場周辺の清掃や原因の究明、

再発防止を含めた作業基準遵守の徹底等について

指導を行いました。

加えて、ダイオキシン類について、大気基準適

用施設において13検体、水質基準適用施設にお

いて6検体の検査を行ったことろ、すべての検体

が排出基準を満足していました。

平成25（2013）年度までは、県内14地域、

18関係市町（市によっては、発令地域が分かれ

る場合や、一部の地域に限る場合あり）を発令地

域とし、緊急時の措置を要請する対象地域として

いました（新設した測定局に係る地域を反映させ

るための見直しを行い、平成26（2014）年度以

降は、県内17地域、27関係市町を発令地域とし

ています。）。測定されたオキシダント濃度が発令

基準に達した場合、その発令地域ごとに緊急時の

措置の区分（予報、注意報、警報、重大警報の４

種類）に応じ、協力工場への措置を要請します。

平成25（2013）年度の光化学スモッグについ

ては、6月13日に大安地域に年度初の予報を発

令し、8月10日に伊賀上野地域に注意報を発令

しました。

予報の発令は合計5日（7回）、注意報の発令は

1日（1回）でした。

光化学スモッグ注意報発令時において緊急時の

措置が速やかに実施されるよう、注意報発令に先

立ち、当日早朝に各種汚染物質濃度や気象データ
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